
令和６年度の主な税制改正について 

 

 

 

 

 １．所得税・個人住民税の定額減税 

 

令和６年分の所得税・令和６年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族１

人につき、所得税３万円・個人住民税１万円を控除する 

 

[給与所得者の場合] 所得税は、６月支給の給与から随時、控除。６月支給分で引ききれない

場合は、７月支給分へ繰越する。住民税は、７月給与支給時より控除。 

 

[公的年金等の受給者の場合] 所得税は６月１日以後最初に支給される公的年金等の源泉徴収

税額から控除。住民税は１０月１日以後最初に支給される公的年金等の特別徴収税額から控除。 

 

[個人事業主等の場合] 所得税は、２０２４年分の第１期分の予定納税額から､もしくは確定申

告時に控除。住民税は、２０２４年度分の第１期分の納付額から控除。 

 

① 対象者 

 本人分の他、控除対象配偶者、控除対象扶養親族も対象になります。 

(所得税の控除対象とされない、年少扶養親族も対象です。) 

 

 ＊ 対象にならない方 

⑴ 合計所得金額が１８０５万円を超える方(年収２０００万円超)の方 

⑵ 非居住者 (一定の場合を除く) 

⑶ 「令和６年分給与所得の扶養控除等申告書」を提出していない方 

    (乙欄源泉の方) 

 

 

 

2 ストックオプションの利便性向上 

 

スタートアップの人材確保や従業員のモチベーション向上に資するストックオプション税制について、 

発行会社自身による株式管理スキームを創設するとともに、年間権利行使価額の限度額を最大で現

行の３倍となる３，６００万円へ引き上げ、社外高度人材への付与要件を緩和・認定手続きを軽減する

等の拡充を行う。 

個人所得課税 



 

 

3  住宅ローン控除の拡充（子育て支援税制の先行対応） 

 

① 住宅ローン控除について、令和６年限りの措置として、子育て世帯等に対し、借入限度額を、認定

住宅は 5,000 万円、ＺＥＨ水準省エネ住宅は 4,500 万円、省エネ基準適合住宅は 4,000 万円へと

上乗せする。 

 

 

 



② 新築住宅の床面積要件を４０㎡以上に緩和する措置（合計所得金額１０００万円以下の年分に限

る。）について、建築確認の期限を令和６年１２月３１日に延長する 

 

４ 既存住宅の特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除 

 

① 令和７年１２月３１日まで延長 

② 子育て世帯等が行う以下の改修工事で、令和６年４月１日から令和６年１２月３１日までの間に居住

の用に供した場合を適用対象に追加 

・住宅内における子供の事故を防止するための工事 ・対面式キッチンへの交換 ・開口部の防犯

性を高める工事 ・収納設備を増設する工事 ・開口部、界壁、床の防犯性を高める工事 ・間取り

変更工事（一定のもの）でその費用の額（補助金控除後）が５０万円超のもの  

  控除限度額２５０万円 控除率１０％  

 

５ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等および特定居住用財産の譲渡損失の繰越

控除等の適用期限を令和７年１２月３１日まで延長。 

  

 

 

 

 

１ 住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の適用期限が令和８年１２月３１日まで延長する。  

  

 

２ 特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の適用期限を令和８年１２

月３１日まで延長する。 

資産課税 



３ 非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予（法人版事業承継税制） 

特例承継計画の提出期限を令和８年３月３１日まで延長 

 ＊適用期限は令和９年１２月３１日までで、変更なし 

 

 

４ 個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予（個人版事業承継税制） 

個人事業承継計画の提出期限を令和８年３月３１日まで延長 

＊適用期限は令和１０年１２月３１日までで、変更なし 

 

 

 

  

 

 

１ 不動産譲渡契約書に記載された契約金額１０万円を超えるもの、建設工事請負契約書に記載された

契約金額が１００万円を超えるもので令和９年３月３１日までに作成されるものについて、印紙税を最大５

０％軽減する軽減措置の適用期限が、令和９年３月３１日まで延長 

 

 

２ 耐震改修等（バリアフリー・省エネ改修）を行った住宅に係る固定資産税の税額の軽減措置について 

 適用期限が令和８年３月３１日まで延長 

 

 

 

印紙税・固

定資産税 



 

 

 

 

 

 

１ 交際費等の損金不算入 

  

令和６年４月１日以後支出する飲食費等で、交際費等から除かれる一定の飲食費等が一人当たり５，００

０円以下から１０，０００円以下に引き上げられました。 

 

２ 賃上げ促進税制の強化 

 

［大・中堅企業］ 全雇用者の給与等支給額の増加額の最大３５％を税額控除 

 

［中小企業］  全雇用者の給与等支給額の増加額の最大４５％を税額控除 

          ５年間の税額控除の繰越措置を創設 

 

  適用期間は令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの間に開始する各事業年度 

 

 

 

 

法人税 



 

 

３ 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 

   適用期限が令和８年３月３１日まで延長 

 

４ イノベーションボックス税制の創設 

   国内で自ら研究開発した知的財産権（特許権、ＡＩ関連のプログラムの著作権）から生じるライセンス

所得、譲渡所得（海外への譲渡に伴う譲渡所得及び関連社からの所得を除く）を対象に、所得控除３

０％を措置する。 

 令和６年４月１日以後取得､製作した知的財産権で、適用時期は令和７年４月１日から令和１４年３月３

１日までの間に開始する各事業年度。 

 

 

 

 

 

１ 新ＮＩＳＡ 

 

２相続時精算課税制度の見直し 

① 相続時精算課税制度について、暦年課税の基礎控除とは別途、110 万円の基礎控除を創設する 

とともに、相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場 

合に相続時にその課税価格を再計算する。 

②  暦年課税において贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間を相続開始前３年間から７年

間 に延長し、延長した４年間に受けた贈与のうち総額 100 万円までは相続財産に加算しない

見直 しを行います。 ※上記見直しは、令和６年１月１日以後に受けた贈与について適用 

令和６年中に適用開始・

延長となる項目 



 

３ 令和６年１月１日以後に相続、遺贈、贈与により取得した居住用の区分所有財産（分譲マンション）の

価額は、新たに定められた個別通達により評価する。 

 

 

４ 空き家に係る譲渡所得の特別控除の見直し 

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は敷地等を平成２８年４月１日から令和９年１２月３

１日までの間に売却し、一定の要件に当てはまる時は、譲渡所得の金額から３，０００万円（注）まで控除

する。 

（注）令和６年１月１日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋及び敷地等を相続又は遺贈により取得し

た相続人の数が３人以上である場合は、２，０００万円までの控除となる。 

 

 

 

 

(1) １ 


